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■行動に関する用語 

用 語 定  義 

避 難 大規模災害時に、身に迫った危険を避けるため、安全な場所に移動すること 

退 避 
大規模災害時に、安全が確認されるまでの間、一時的に安全な場所に移動する

こと 

 

■人に関する用語 

用 語 定  義 

滞 在 者 地域内に就業、通学の目的で滞在する者 

従 業 者 滞在者のうち、就業を目的とした者 

通 学 者 滞在者のうち、就学を目的とした者 

居 住 者 その地域で居住している者 

来 訪 者 地域にいる滞在者・居住者以外の者 

帰宅困難者 自宅までの距離が遠く、徒歩による帰宅が困難な人 

帰宅困難来訪者 
帰宅困難者のうち、滞在者で勤務先、通学先の建築物が倒壊の恐れがある等滞

在場所を確保できなかった者及び来訪者 

滞留者 発災直後、一時避難場所等に退避している人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■施設に関する用語 

用 語 定  義 

避難場所 

（広域避難場所） 

大震災時に発生する延焼火災やその他の危険から、避難者の生命を保護するた

めに、必要な面積を有する大規模公園、緑地、耐火建築物地域等のオープンス

ペースをいい、地方公共団体が指定している場所 

退避施設 帰宅困難来訪者を数日間受け入れるための施設 

一時退避場所 
大規模災害時に、施設の安全性が確認され当該施設に戻るまでの間、施設の滞

在者が一時的に退避するための場所 

非常用電気等 

供給施設 

大規模災害時に、滞在者等の安全の確保に向けた帰宅困難者対策や業務機能・

行政機能等の継続に必要なエネルギーの安定供給を確保するための電気又は熱

の供給施設 

 

用語の定義 

 滞在者  従業者 

 通学者 

 来訪者 

 居住者 

滞在者・来訪者の考え方 

 
帰宅可能者 
（徒歩帰宅者等） 

 帰宅困難来訪者 

 帰宅困難来訪者以外の者 

 帰宅困難者

帰宅困難者・帰宅困難来訪者の考え方 



  

 

【目 次】 

 

第１章 はじめに                              ﾍﾟｰｼﾞ 

１．計画策定の背景 ······························· 1 

２．計画策定の目的及び考え方 ·························· 2 

３．計画の位置付け ······························· 3 

４．計画の策定体制 ······························· 4 

５．計画の構成と対象範囲 ···························· 5 

(1)計画の構成 

(2)本計画の対象範囲 

６．熊本駅周辺の整備について ·························· ７ 

 

第２章 目標の設定 

１．熊本地震について ······························ ９ 

２．熊本駅周辺のハザードマップについて ······················ 11 

３．熊本駅周辺における目標の設定 

(1)避難について ································· 12 

(2)情報について ································· 12 

(3)支援物資について ······························· 12 

 

第３章 発災時の行動フローと帰宅困難者の推計について 

１．発災後の行動フロー 

(1) 行動の詳細について ····························· 13 

(2) 災害ボランティアセンターについて ······················ 14 

(3) 退避施設開設フローについて ························· 15 

(4)帰宅困難者対応マニュアルについて ······················ 16 

２．帰宅困難者の推計 ······························ 17 

 

第４章 今後の取組について 

１．目標達成のための取組の方向性························· 18 

２．一斉帰宅の抑制 ······························· 18 

３．一時退避場所・退避施設の確保 

(1)一時退避場所について ···························· 19 

(2)退避施設について ······························ 21 

(3)退避経路について ······························ 22 

(4)備蓄倉庫・その他の施設について ······················· 22 

(5)その他・滞留者の安全を確保するために実施する事業等について ········· 22 

４．情報共有・情報提供手段の確保························· 23 

５．支援物資・設備等の確保 



  

(1)支援物資・設備について ··························· 24 

(2)その他の提供可能物について ························· 24 

(3)災害協定について ······························ 25 

６．時系列ごとの取組と役割分担について 

(1)時系列ごとの取組について ·························· 26 

(2)役割分担について ······························ 27 

７．訓練等の実施について ···························· 27 

８．計画の変更 ································· 27 

 

 



第１章 はじめに  

1 

 

第 1 章 はじめに 

平成２８年４月１４日及び１６日に発生した平成２８年熊本地震（以下「熊本地震」という。）は、

熊本市や周辺市町村に甚大な被害をもたらしました。 

このうち、熊本駅を含む本市中心市街地では、地震直後、安全確保のために多くの人々が屋外へ

避難し、激しい余震の影響から屋内に戻ることができず、道路や公園等の公共空間に避難するなど

混乱が発生しました。もし、発災が昼間や朝夕の通勤・通学時間帯であれば、中心市街地には、一

時避難者が溢れ、帰宅困難者による混乱も招いたことは想像に難くありません。 

熊本地震を踏まえて改訂された『熊本市地域防災計画』においては、行政による公助を待つだけ

でなく、市民同士の支え合いや、NPO・ボランティアによる避難所運営支援等の大切さから、「家庭

内や事業所内での災害備蓄を推進し、防災・減災を図る」といった自助や、共助についても推進し

ていくこととしています。 

そこで、現在、整備を進めている熊本駅周辺地域においても、周辺の事業者と行政が連携し、熊

本駅を利用する帰宅困難者への対策や指定避難場所への誘導等を円滑に行えるように、熊本地震を

振り返りながら、現在考えられる役割などについて協議を行い『熊本駅周辺地域エリア防災計画』

を策定し、災害に強いまちづくりを推進していきたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

１．計画策定の背景 

●都市再生安全確保計画促進事業とエリア防災計画 

東日本大震災時のターミナル駅周辺の大混乱から、平成２４年、国は都市再生緊急整備地 

域における震災時の安全確保の計画（都市再生安全確保計画）作成を補助する「都市安全確 

保促進事業」を創設しました。 

平成２８年度にはその対象を「中核市、施行時特例市又は県庁所在地にあっては、当該市内にお

いて乗降客数が最も多い駅」まで拡充し、 上記計画に準じたエリア防災計画の作成を支援してい

ます。 
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【策定の目的】 

 

 

 

 

 

【策定に係る考え方】 

 本計画の策定にあたっては、以下の点を踏まえることとします。 

・ 熊本市地域防災計画、その他関連計画等との調整を図る。 

・ 都市再生特別措置法に規定される都市再生安全確保計画※に準じた計画とする。 

・ 災害発生時の初動対応体制の確保のため、各関係者の情報受伝達体制、各関係者の役割を明

らかにして、円滑な避難誘導や効果的な帰宅困難者対策を展開する。 

・ 各関係者が今後の課題を共有し、意見交換を行い、課題解決に向けた取組の方向性を定める。 

 

【対象期間】 

 期間を定めず、PDCA サイクルにより、計画にそって取組の実施、結果の検証、改善、計画見直

しへのフィードバックを行います。 

 

 
図 １ 計画の更新イメージ 

 

 

 

 

  

Plan

計画
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２．計画策定の目的及び考え方 

・大規模な地震及び風水害が発生した場合における、熊本駅周辺地域の滞在者等（主に帰宅困難者）の

安全の確保と都市機能の継続を図る。 

※都市再生特別措置法の安全確保計画：大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確

保を図るために、避難経路、退避施設、非常用電気又は熱の供給施設、その他施設の整備等に関す

る計画のこと。 
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【地域防災計画とエリア防災計画の関係性】 

地域防災計画   ・・・災害対策基本法 

計画策定主体 熊本市  

対象とする災害 地震・津波災害、風水害、大規模事故災害  

対象 市の地域並びに市民の生命、身体及び財産  

目的等 防災、社会秩序の維持 

※小学校区ごとに地域住民による防災活動を担う「校区防災連絡会」を設立 

 

 

熊本の新しい二つの顔、防減災プロジェクト会議とりまとめ 

計画策定主体 熊本市・事業者  

対象とする災害 地震、風水害ほか  

対象 桜町・花畑地区、熊本駅周辺地区 

目的等 防災・減災機能の強化、災害発生時に果たすべき役割の見直し 

 

 

エリア防災計画  ・・・都市再生特別措置法 

計画策定主体 熊本駅周辺地域帰宅困難者対策協議会  

対象とする災害 地震及び風水害 

対象 熊本駅周辺地域の滞在者、来訪者、居住者 

目的等 上記対象者の安全の確保と都市機能の継続 

 

【校区防災連絡会とエリア防災計画の関係性】 

校区防災連絡会とエリア防災計画が連携し、地域内の安全確保と円滑な避難所の運営を図ります。 

熊本駅は広域交通拠点であることから、災害時に帰宅困難者が多数発生することが想定されます。そ

のため、地域の防災計画（校区防災連絡会）に加え、エリア防災計画が必要となります。 

校区防災連絡会 … 災害時に迅速な対応ができるように地域主体で組織されるもの 

エリア防災計画 … 帰宅困難者の身の安全を確保するためのもの 

図２ イメージ図 

  

３．計画の位置付け 
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 熊本駅周辺地域におけるエリア防災計画を、都市再生特別措置法の安全確保計画に準じて、以下の体制

により検討・作成します。 

 

 

 

 

 

 

構成 所  属 役 職 備考 

駅
周
辺
企
業
等 

学校法人 大原学園 熊本校 総務部 次⾧  

医療法人社団清心会 春日クリニック 管理部⾧  

学校法人 北九州予備校 熊本校 係⾧  

株式会社 九州フィナンシャルグループ 人事・総務部 シニアマネージャー  

九州旅客鉄道株式会社 熊本支社 課⾧  

社会福祉法人青照会 グッドライフ熊本駅前 事務⾧  

熊本朝日放送株式会社 総務部 部⾧代理  

学校法人青照学舎 熊本駅前看護リハビリテーション学院 事務⾧  

くまもと森都心プラザ 管理事務室 副室⾧  

ザ・ニューホテル熊本 副総支配人 副会⾧ 

株式会社 JR 熊本シティ 部⾧ 会⾧ 

株式会社東横イン 熊本駅前 支配人  

合同庁舎 九州財務局 総務部 合同庁舎管理官  

福祉団体 熊本市社会福祉協議会 地域福祉推進課 課⾧  

地元自治

協議会 

春日校区自治協議会 会⾧  

白坪校区自治協議会 会⾧  

古町校区自治協議会 会⾧  

国 国土交通省九州地方整備局 建政部都市整備課 都市再生係⾧ オブザーバー 

県 熊本県知事公室危機管理防災課 課⾧  

警 察 熊本県熊本南警察署 警備課⾧  

消 防 熊本市消防局西消防署 警防課⾧  

熊本市 
熊本市政策局 危機管理防災総室 副室⾧  

熊本市西区役所 総務企画課 課⾧  

事務局 熊本市都市建設局 熊本駅周辺整備事務所 副所⾧  

 

  

熊本市、熊本県、国及び鉄道事業者、民間事業者、施

設管理者、地元自治体などにより構成される協議会 

４．計画の策定体制 

表１ 熊本駅周辺地域帰宅困難者対策協議会 名簿 

熊本駅周辺地域帰宅困難者

対策協議会 

（計画内容の検討、作成） 




